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第１章  総 則 

（名称） 

第１条 当会は、阿倍野区理学療法士会と称する。 

（目的） 

第２条 当会は、理学療法士の人格、倫理の高揚に努め、理学療法技術の研鑽、向上を図るこ

とにより、大阪市阿倍野区民の保健・医療・福祉の発展に寄与することを目的とし、その事業

を達成するために次の事業を行う。 

１．理学療法の専門的知識及び技能を通じて、大阪市阿倍野区域における地域リハビリテーシ

ョンを中心とする医療並びに福祉の増進に関する事業 

２．理学療法士の資質及び社会的地位の向上に関する事業 

３．理学療法に関する広報事業 

４．学会、研修会、講習会及び研究会などの開催に関する事業  

５．関係団体との連携交流に関する事業 

６．前各号に掲げるもののほか、当会の目的を達成するために必要な事業 

（主たる事務所の所在地） 

第３条 当会は、主たる事務所を阿倍野区に置く。 

（機関） 

第４条 当会は、当会の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。 

 

第２章  会 員 

（入会） 

第５条 公益社団法人大阪府理学療法士会の正会員は、その属する市区町村に設置された市区

町村士会に所属するものとする。 

（退会） 

第６条  

①会員は、次に掲げる事由によって退会する。 

１死亡 

２総会員の同意 

３除名 

４公益社団法人大阪府理学療法士会の会員資格を喪失したとき 

②会員の除名は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。 

 

第３章  総 会 

（招集） 

第７条 

①当会の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応



じて招集する。 

②総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集

する。会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。 

③総会を招集するには、会日より１週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとす

る。 

（招集手続の省略） 

第８条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 

（議長） 

第９条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるとき

は、副会長がこれに代わるものとする。 

（決議の方法） 

第１０条 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 

（権限） 

第１１条 総会は、次の事項について決議する。 

１．会員の除名 

２．理事及び監事の選任又は解任 

３．理事及び監事の報酬等の額 

４．計算書類の承認 

５．会則の変更 

６．解散及び残余財産の処分 

７．理事会において総会に付議した事項 

（議決権の代理行使） 

第１２条 会員は、当会の会員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。た

だし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面などを提出しなければならない。 

（総会議事録） 

第１３条 総会の議事については議事録を作成し、会長が署名又は記名押印して１０年間当会

の主たる事務所に備え置くものとする。 

 

第４章  理事、監事及び会長 

（理事の員数） 

第１４条  

①当会の理事の員数は、３名以上１０名以下とする。 

②理事について、当該理事及びその理事と親族その他特殊の関係がある理事の合計数が、理事

総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

（理事の資格） 

第１５条 当会の理事は、当会の会員の中から選任する。 



（監事の員数） 

第１６条 当会の監事の員数は、１名以上２名以下とする。 

（理事及び監事の選任の方法） 

第１７条 当会の理事及び監事の選任は、総会において総会員の議決権の過半数を有する会員

が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 

（会長及び副会長） 

第１８条  

①当会に会長１人、副会長若干名を置き、理事会において理事の過半数をもって理事の中から

選定する。 

②会長は、当会を代表し会務を総理する。 

③副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはそ

の職務を行う。 

（理事及び監事の任期） 

第１９条  

①理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終

結の時までとする。 

②監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終

結の時までとする。 

③任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残

存期間と同一とする。 

④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 

⑤会則で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新

たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 

（報酬等） 

第２０条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会から受け取る財産上

の利益は、総会の決議によって定める。 

 

第５章 理事会 

（招集） 

第２１条  

①理事会は、会長がこれを招集し、会日の１週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通

知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 

②会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。 

（招集手続の省略） 

第２２条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催するこ

とができる。 



（議長） 

第２３条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があると

きは、副会長がこれに代わるものとする。 

（理事会の決議） 

第２４条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を

もって行う。 

（職務の執行状況の報告） 

第２５条 会長及び副会長は、６か月に１回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告す

るものとする。 

（理事会議事録） 

第２６条 理事会の議事については議事録を作成し、会長がこれに署名又は記名押印し、１０

年間主たる事務所に備え置くものとする。 

 

第６章  計 算 

（事業年度） 

第２７条 当会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（事業計画及び収支予算） 

第２８条 

当会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成

し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

（暫定予算） 

第２９条 

①前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、

予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 

②前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（事業報告及び収支報告） 

第３０条 

会長は、毎事業年度終了の日の前日までに、事業報告書、収支報告書を作成し、理事会の承認

を受けなければならない。また、内容については理事が総会に報告する。 

（剰余金の非分配） 

第３１条 当会は、剰余金の分配を行わない。 

 

第７章  附 則 

（設立時の役員） 

第３２条 当会の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 

住所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２-２２ 



設立時理事 山上 拓 

住所 大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１-１４ 

設立時理事 青山 直嗣 

住所 大阪市阿倍野区旭町１丁目５-７ 

設立時理事 松本 忠義 

住所 大阪市阿倍野区阪南町５丁目１５-５ 

設立時理事 山崎 道晴 

住所 大阪市阿倍野区阪南町５丁目１５-５ 

設立時監事 長尾 誠 

（設立時の会長） 

第３３条 当会の設立時会長は、次のとおりとする。 

住所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２-２２ 

設立時会長 山上 拓 

（最初の事業年度） 

第３４条 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から２０２０年３月３１日までとする。 


